
特別支援学校への就学奨励費助成要綱 
 

（目 的） 

第１条 この要綱は，特別支援学校の就学に係る経費の負担軽減を図ることを目的とする。 

（助成の対象） 

第２条 助成の対象となる者は，毎年度の２月１日現在において新潟市に住所を有する者で公立の

特別支援学校に在学している者の保護者（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１６条に規

定する保護者をいう。），もしくはその就学に要する経費を負担する者（以下「保護者等」という。），

又は在学者本人（保護者等が市外に住所を有する場合は除く。）とする。 

（助成金の支給） 

第３条 市長は，保護者等又は在学者本人に対し，予算の範囲内で別に定める額の助成金を支給す

る。 

（助成金の申請） 

第４条 保護者等又は在学者本人は，特別支援学校就学奨励費助成申請書（別記第１号様式）によ

り市長に申請しなければならない。 

 ２  前項の規定による申請は，在学する特別支援学校を経由して行うものとする。 

     この場合において，特別支援学校の長は申請のあった者が在学者であるか否かについて市長

に副申しなければならない。 

（支給の決定） 

第５条 市長は，前条の規定による申請書の提出があったときは，その内容を審査し，助成金を

支給するか否かを決定し，特別支援学校就学奨励費支給不支給決定通知書（別記第２号様式）

により通知しなければならない。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか，助成金の支給に関し必要な事項は，市長が別に定める。

 

附 則 

この要綱は，昭和５４年１月２９日から施行し，昭和５３年度分として支給する助成金から適

用する。 

 附 則 

  この要綱は，平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は，平成２２年１月１５日から施行する。 
 
 

 



年  月  日 

 

（あ て 先） 

新 潟 市 長 

 

申請者 住 所 新潟市     区 

 

 氏 名                     

 

 電話番号 

 

                        対象児童生徒との関係（○で囲む） 

・ 保護者 

・ 就学に要する経費を負担する者 

・ 本人 

 

特別支援学校 就学奨励費 助成申請書 

 

 

下記児童生徒に係る就学奨励費の助成を申請します。 

 

 

１ 対象児童生徒氏名等 
 

 学 校 名 

 氏 名  生年月日 

          年   月   日生 

（満    歳） 

 

 

２ 振込先口座 
 

フ リ ガ ナ 
金融機関名 本支店名 預金種別 口座番号 

口座名義人氏名 

   普通 
 

当座 

       
 

 

 

 

 

 

 

 


